
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 

１．基本的な考え方 

２．資本構成 

【大株主の状況】

 

補足説明

 

３．企業属性 

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 

コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE ISB Corporation

最終更新日：2015年3月27日

株式会社アイ・エス・ビー
代表取締役社長 若尾 逸雄

問合せ先：取締役管理本部長 川崎 工三

証券コード：9702

http://www.isb.co.jp/

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

 当社及び当社グループは、ミッションである「私たちは、先見的で卓越した技術力を核とし、チームISBの知恵を結集させて、顧客や社会のこれ 

からに役立つ解決策を提案することを、組織の使命とします。」の実現を目指しております。 

 基本的な考え方は、株主重視の考え方に立ち株主価値を高めるため、経営の透明性の確保及び適時適切な情報開示に取組みコーポレート・ 

ガバナンスの強化を図っていく方針であります。  
 また、ステークホルダー（株主・お客様・社員・社会等）に対しては、コンプライアンス行動規範に基づき法令や社内規程等を誠実に遵守し、ビジ 

ネス倫理・社会規範に則し公明かつ公正に行動いたします。 

 

外国人株式保有比率 10%未満

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

有限会社若尾商事 1,200,700 26.55

アイ・エス・ビー従業員持株会 317,100 7.01

若尾 一史 135,500 2.99

株式会社第一情報システムズ 90,000 1.99

稲葉 正作 65,400 1.44

株式会社ＫＳＫ 61,600 1.36

ＲＯＹＡＬ ＢＡＮＫ ＯＦ ＣＡＮＡＤＡ （ＣＨＡＮＮＥＬ ＩＳＬＡＮＤＳ） ＬＩＭＩＴＥＤ － ＲＥＧＩＳＴＥＲＥＤ ＣＵ 

ＳＴＯＤＹ
60,000 1.32

第一生命保険株式会社 36,000 0.79

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 35,000 0.77

成富 直行 31,700 0.70

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

 当社は、平成27年３月３日開催の取締役会において、新株式発行及び自己株式の処分並びに当社株式の売出しに関する決議をしております。 

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 12 月

業種 情報・通信業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

――― 

該当事項はありません。 



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

１．機関構成・組織運営等に係る事項 

【取締役関係】 

【監査役関係】 

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 

会社との関係(1)

 

会社との関係(2)

 

組織形態 監査役設置会社

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 4 名

社外取締役の選任状況 選任していない

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 4 名

 監査役は、定期的に又は必要に応じて、会計監査人及び内部監査部門との意見・情報交換を行い、監査機能の有効性・効率性を高め、適正な 

監査につなげるよう相互に連携強化に努めております。 

 具体的には、監査役は会計監査人から、監査計画に関する報告会（年 1 回）、第２四半期及び期末時の監査を通じて会計監査人より説明を受 

け、問題点があれば監査役が取締役会に対し改善提案を行っております。また、監査役と内部監査部門は、毎月、内部監査部門の監査調書をも 
とに監査計画、重点監査事項等について意見・情報交換を行っております。 

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

細上 諭 他の会社の出身者 △

橘 薫 他の会社の出身者 △

藤ノ木 清 公認会計士 △

※ 会社との関係についての選択項目 

※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 

※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

氏名
独立 
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

細上 諭  

 細上諭氏が、平成25年３月まで顧問を

務めておりました株式会社大和総研と当
社との間には、証券関連のシステム開発

などの取引関係があります。

 他法人の取締役として長年に亘り経営に携 

わっており、またIT分野における豊富な経験と 

幅広い知見を有していることから、経営全般の 
監視と有効な助言を期待し、社外監査役として 

選任いたしました。

 橘薫氏が、平成25年６月まで顧問を務  他法人の取締役および監査役を歴任されて



【独立役員関係】 

その他独立役員に関する事項 

【インセンティブ関係】 

該当項目に関する補足説明 

該当項目に関する補足説明 

【取締役報酬関係】 

該当項目に関する補足説明

 

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】 

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

 

橘 薫  

めておりましたKDDI株式会社と当社との

間にはモバイル関連のシステムエンジニ

アリングサービスなどの取引関係があり
ます。

おり、情報通信業における豊富な経験と幅広

い知見を有していることから、経営全般の監視

と有効な助言を期待し、社外監査役として選任
いたしました。

藤ノ木 清 ○

 藤ノ木清氏は、平成５年９月まで当社の

会計監査人である有限責任監査法人トー

マツの社員として在籍しておりました。

 他法人の取締役および監査役として培った

豊富な経験、ならびに公認会計士としての会

計監査業務に関する幅広い知見を、当社の監
査体制の強化に活かせるものと判断し、社外

監査役として選任いたしました。 

＜独立役員の指定理由等＞ 

 同氏が有限責任監査法人トーマツに在籍し 
ていた際、当社の会計監査等に関与した事実 

はないこと、同監査法人を退社後相当期間が 

経過しており、出身元からの意向が当社の経 

営・監査に対し与える影響は軽微であること、 
また、当社から同監査法人に対して支払われ 

た監査報酬等の額は同監査法人の規模に比

して少額であり、多額の金銭その他の財産に

は該当しないことから、一般株主と利益相反が
生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員

として指定いたしました。

独立役員の人数 1 名

 当社では、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。 

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

 現在、当社は、通常の役員報酬および役員賞与について、連結決算の業績等を勘案したうえで決定しております。なお、今後、取締役へのイン 

センティブ付与に関する施策について、取締役の執行状況と業績連動を勘案したうえで、実効性のある制度設計を検討してまいります。 

ストックオプションの付与対象者

――― 

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

 役員報酬は、有価証券報告書及び事業報告において、取締役及び監査役の別に各々の総額を開示しております。平成26年12月期において取

締役に支払われた報酬の額は、取締役７名に対し、合計102,346千円であります。なお、取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給

与は含まれておりません。また、監査役に支払われた報酬の額は、監査役５名に対し、合計18,772千円（うち社外監査役３名：9,300千円）でありま
す。 

報酬の額又はその算定方法の決定方
針の有無

なし

――― 

 社外監査役への情報の伝達については、常勤監査役を通じて、必要な情報が随時他の社外監査役に伝達されるようになっております。 

１．現状の体制の概要 

(1) 取締役会  

  毎月１回また必要に応じて随時開催しております。決議事項につきましては、活発な議論による十分な審議を行い決議しております。報告事
項につきましては、経営に大きな影響をおよぼすと思われる事象、取締役会に対して十分な周知が必要であると認められる事象等につき報告が

なされております。また、定例の報告事項として、関連会社を含む各部所の業務計画に対する月次・四半期単位の進捗状況報告を求め、取締役

会で問題の所在を把握・共有し、有効で迅速な対策を講じることができる体制を敷いております。 

 
(2) 経営会議 

  業務執行の責任者である代表取締役社長、取締役、常勤監査役、執行役員、および関連会社役員等が出席し、毎月開催しております。付議

事項は会社の重要な業務執行の審議で、主に中長期の経営課題および経営方針の検討、年度計画の方針、四半期および月次経営計画の進捗

状況について活発な議論が交されております。 
 

(3) 監査役・監査役会 

  監査役が取締役会へ出席し、取締役の業務執行の状況を客観的立場から監査し、また、毎月１回取締役会開催後、および必要に応じて「監

査役会」を開催しております。 
 



３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

 

(4) 監査室  

  社長直轄の「監査室」を設置し、業務執行ラインとは異なる立場で関連会社を含む各部署における業務執行の状況を監査し、不正及び過誤の

防止に努めております。  

 
(5) 法務・知財管理 

  管理本部総務・人事部内に専任の担当者を配置し、ガバナンス形成及びリスク予防、コンプライアンス遵守を拠り所として社内の法意識を高

め、契約法務や知的財産を巡る法務のリスク管理を行っております。  

 また、国内外の輸出入関係法令については、経理部が管理、指導しております。 
 

(6) リスク管理委員会  

  全社的なリスクを総括的に管理し、リスクの顕在化を予防し、またリスクが顕在化した場合は迅速かつ的確に対応することにより被害を最小限

に抑えることを目的に、代表取締役社長を委員長とする「リスク管理委員会」を設置しております。  
  当委員会は、リスク管理の責任体制の構築および運営、リスク管理の推進、緊急事態発生時の対策本部の設置および運営、リスク顕在時の

再発防止の対策、リスク管理システムの構築等を行っております。 

 

(7) 内部統制委員会  
  当社における内部統制の整備・促進に際し、財務報告の信頼性に影響を与えることが予想される各部門の業務プロセスについて、個別課題

の協議や実施スケジュール管理を組織横断的に行うことにより、財務報告の適正性を確保するための社内体制強化を図ることを目的に、代表取

締役社長を委員長とする「内部統制委員会」を設置しております。  

 
(8) コンプライアンス委員会  

  企業活動における遵法および諸規程の遵守、コンプライアンス倫理の向上に関する事項の審議および決定を通じて「ミッション」の実現を目指

すことを目的に、管理本部担当取締役を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置しております。 

 
２．監査の状況 

(1) 内部監査の状況について  

  内部監査担当部署として社長直轄の「監査室」を設置しております。監査室は、毎期作成する内部監査実施計画書に基づき業務ラインとは異

なる立場で監査計画、組織および制度監査、業務監査等を実施し、不正および過誤の防止並びにそれらの早期発見に努め、監査結果を社長に
報告するとともに被監査部署に改善事項の勧告を行い改善回答書を提出させております。  

 

(2) 監査役監査の状況について  

  監査役が取締役会へ出席し、取締役の業務執行の状況を客観的立場から監査し、必要な提言を行っております。また、毎月１回取締役会開
催後、および必要に応じ「監査役会」を開催しております。常勤監査役については、経営会議にも出席し提言しております。  

 

(3) 会計監査の状況について  

  当社は、会計監査人として有限責任監査法人トーマツを選任し、金融商品取引法および会社法に基づき会計監査を受けております。 
  ・業務を遂行した公認会計士の氏名   井上 隆司氏、片岡 久依氏  

  ・所属する監査法人名            有限責任監査法人トーマツ  

  ・継続監査年数                     － （注） 

  ・監査業務に係る補助者の構成      公認会計士   ３名  
                           その他の従事者 ３名  

    （注）継続監査年数については７年以内であるため、記載を省略しております。 

 

３．責任限定契約の内容の概要 
  当社と各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。 

  当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令に定める最低責任限度額となっております。 

 当社の事業領域が比較的狭く、専門性が要求されかつ迅速な経営判断を求められており、業務執行監査により重きを置く経営構造が適してい 

ると判断し、社外監査役による経営監視体制を採用しております。  
 当社は、取締役会において適宜有効な助言を行うこと等を期待して、社外監査役に、経営者としての知識・経験が豊富な者、当社の事業領域に 

通じている者、及び財務・会計の知見を有する者を選任し、経営監視機能の充実を図っており、その客観性および中立性を確保しております。 

 現在、当社においては社外取締役を選任しておりませんが、社外取締役に期待する役割の検討・整理、候補者の推薦・選定等の社外取締役選

任に向けた取り組みを進めております。経営監視機能のより一層の強化を図るため、平成28年３月開催予定の定時株主総会において社外取締
役を選任できるよう、今後も引き続き社外取締役選任に向けた取り組みを進めて参ります。 



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

 

２．ＩＲに関する活動状況 

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
決算業務等の効率化・早期化を図り、招集通知の早期発送に取り組んでおります。なお、平成 

27年３月27日開催の第45期定時株主総会に係る招集通知は、株主総会の開催日の17日前 
（法定期日より３営業日前）に発送いたしました。

集中日を回避した株主総会の設定
株主総会の開催日は、基本的に集中日を回避し、株主がより多く参加して頂けるよう決定して 

おります。

その他 当社ホームページに、株主総会招集通知を掲載しております。

補足説明
代表者自身
による説明

の有無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

決算短信発表後に東京証券取引所等で開催しております。また、機関投資家 

向けについて、訪問等により説明しております。
あり

IR資料のホームページ掲載
決算短信、適時開示資料、有価証券報告書、事業報告書、及び会社説明会 
資料を掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 管理本部担当取締役が担当しております。

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの
立場の尊重について規定

コンプライアンス行動規範において、ステークホルダーに対し法令や社内規程等を誠実に遵守 

し、ビジネス倫理・社会規範に則り、公明かつ公正に行動することを決めております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
環境基本方針「環境問題への取り組みを社会的責務と認識し、豊かな社会と環境の実現に貢 

献します。」を作成し行動しております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社は、株主・投資家の皆様に適時・正確かつ公平な情報を提供するため、東京証券取引所 

の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」で定める情報及びそれに 

準拠した情報並びに、その他 株主・投資家の皆様が当社への理解を深める上で有用と判断さ 
れる情報を積極的に開示しております。具体的には、インサイダー取引防止規程等に従って、 

決定事実及び決算情報については、取締役会承認後遅滞なく、又、発生事実は発生後遅滞な 

く適時開示を行っております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項 

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

  取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制は以下のとお

りであります。 

 

１．取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 
  当社は、ミッションである「私たちは、先見的で卓越した技術力を核とし、チームISBの知恵を結集させて、顧客や社会のこれからに役立つ解決

策を提案することを、組織の使命とします。」の実現を目的として、企業活動における遵法および社内規程・諸要領の遵守、コンプライアンス倫理

の向上に関する事項の審議および決定を適正に行うために、管理本部担当取締役を委員長とするコンプライアンス委員会において、コンプライア

ンス体制の構築・維持・整備にあたる。 
  コンプライアンス運用規程に「行動規範」を設け、お客様・株主・社員・社会をはじめ、当社の事業に関わる世界の人々との関係において、適用

される法令や社内規程等を誠実に遵守し、ビジネス倫理・社会規範に則り、公明かつ公正に行動することを定める。また、相談通報体制を設け、

問題を早期に解決し不祥事を未然に防ぐ。通報内容は機密扱いとし、通報者に対して不利益な扱いは行わない。 

  当社および当社グループの取締役、使用人は、「行動規範」に従って行動し、これに掲載のない事柄であっても、常に適法性・倫理性が求めら
れていることを認識し行動する。 

  当社は、代表取締役社長を委員長とし全取締役が委員として参画する内部統制委員会を設置し、内部統制システムの構築・維持・向上を推

進する。 

 
２．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 

  当社は、取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理についての総括責任者に管理本部担当取締役を任命する。取締役の職務の執

行に係る情報の保存および管理は、「文書取扱規程」に定め、これに従い当該情報を文書または電磁的媒体に記録し、整理・保存する。 

 
３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

  当社は、代表取締役社長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、全社的なリスクを総括的に管理する。「リスク管理規程」に基づき、各担

当取締役のもと各部門において、その有するリスクの洗い出しを行い、そのリスクの軽減等に取り組む。 

  監査役および監査部門は、各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を取締役会に報告する。取締役会は定期的にリスク管理体制を見直
し、問題点の把握と改善に努める。有事においては代表取締役社長を本部長とする「緊急対策本部」を設置し迅速に対応する。 

 

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

  当社は、定例の取締役会を毎月１回開催し、重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況の監督等を行う。必要の都度、臨時取締役会を
開催し、施策決定を迅速に行う。 

  業務の運営については、中期経営計画および年次経営計画を立案し全社的な目標を設定する。各部門においては、その目標達成に向けて

具体的施策を立案し実行する。 

  職務執行が効率的に行われるよう経営会議を毎月１回開催し、施策および効率的な業務遂行体制を阻害する要因の分析とその改善を図る。 
 

５．会社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

  当社は、当社企業グループ各社にコンプライアンス推進担当者を置くとともに、コンプライアンス委員会がグループ全体のコンプライアンスを統

括・推進する体制とする。 
  また、グループ共通の「行動規範」を策定するとともに、相談・通報体制の範囲をグループ全体とする。 

  当社グループ各社の経営については、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要案件についてグループ関係部門と事前協

議を行う。各社の管理は管理本部担当取締役が統括し、「関係会社管理規程」に基づき関連企業部長が指揮して行う。円滑な情報交換とグルー

プ活動を促進するため、定期的に経営会議へ参加する。 
 

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびに当該使用人の取締役からの独立

性に関する事項 

  監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役は監査役と協議の上、監査役の業務補助のため使用人を置く。その
場合、当該使用人の任命、異動等の人事権に係る事項は、取締役と監査役が意見交換し規程に基づいて決める。また当該使用人の人事考課お

よび業務指示は、常勤監査役が行う。 

 

７．取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制ならびにその他監査役の監査が実効的に行
われることを確保するための体制 

  代表取締役社長および業務執行を担当する取締役は、取締役会等の重要な会議において随時その担当する業務の執行状況の報告を行う。 

  取締役および使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実および不正行為や重要な法令ならびに定款違反行為があることを発見

したときは、法令に従い、直ちに監査役に報告する。 
  また、監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、コンプライアンス委員会や経営会議などの

重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を

求めることとする。 

  なお、監査役は、会計監査人である有限責任監査法人トーマツから会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携
を図る。内部監査部門とも連携して効率的な監査業務を行う。 

 

８．財務報告の信頼性および適正性を確保するための体制 

  当社および当社グループは、財務報告の信頼性および適正性を確保するための体制を構築し、適切な運用を実施するため、財務・会計に関
係する諸規程を整備するとともに、会計基準その他関連する法令を遵守するための教育・啓蒙を行うことにより、財務報告に係る内部統制の充

実を図る。 

  当社および当社グループならびにその監査役、監査部門、および各部門は連携してその体制の整備・運用状況を定期的に評価し、是正・改善

の必要があるときには、その対策を講ずる。

  当社および当社グループならびにその役員および使用人は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に対しては、その圧

力に屈することなく毅然とした態度で臨むものとし、取引関係を含めた一切の関係を遮断することを、基本方針とする。 
  反社会的勢力の排除に向け、当社および当社グループは、「行動規範」において、反社会的勢力に対して毅然とした態度で臨むこと、および

一切の関係を持たないことを定めるとともに、コンプライアンス委員会を通じて、各部門における「行動規範」の遵守状況をモニタリングし、定期的

に、役員および使用人に対し、教育、研修等により関連法令、同規則に関する内容の周知徹底を行う。 

  また、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に所属し、同連合会から反社会的勢力に関する活動状況を適宜収集し、反社会的
勢力からの被害防止の対策を講ずる。



Ⅴその他 

１．買収防衛策の導入の有無 

該当項目に関する補足説明 

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

 

買収防衛策の導入の有無 なし

――― 

  【適時開示体制の概要】 

 
１．適時開示方針 

  当社は、株主・投資者の皆様に適時・正確かつ公正な情報を提供するため、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時

開示等に関する規則」で定める情報及びそれに準拠した情報並びに、その他株主・投資者が当社への理解を深める上で有用と判断される情報を

積極的かつ公正に適時開示するよう努めております。 
 

２．情報開示の社内体制 

(1) 適時開示の責任者及び担当組織 

  当社は、内部情報の管理責任者として、取締役会の決議により情報開示担当役員を設置しており、管理本部担当取締役がその任に当たって
おります。また、適時開示規則により求められる情報取扱責任者も管理本部担当取締役が担当しております。 

  なお、適時開示の業務を執行するための組織として、情報開示会議及び情報開示事務局を設置しております。 

  適時開示の業務執行に当たっては、社内規程（「情報開示規程」）に従って、投資者が適切な投資判断を行う上で重要な情報を抽出し、情報

開示事務局が発生事実に関する情報、決定事項に関する情報、及び決算に関する情報に係る開示文書を作成し、情報開示会議の審議・決定を
通じて、東京証券取引所へ遅滞なく、正確かつ公平に開示するよう体制を整備し、運用しております。 

 

(2) 適時開示に係る社内情報管理体制 

  ・内部情報の管理責任者として、取締役会の決議により情報開示担当役員を設置し、各部門長を情報管理責任者として定めております。 
  ・適時開示の業務を執行するための組織として、情報開示会議及び情報開示事務局を設置しております。 

  ・情報管理責任者は、重要事実に該当する事実が発生したと認識したときは、速やかに情報開示事務局に報告し、情報開示担当役員の指揮

の下、情報開示事務局において、適時開示の要否について「適時開示規則」の観点から判定を行います。 

  ・報告を受けた情報開示担当役員は、把握した情報を直ちに代表取締役社長に報告するとともに内部情報管理を徹底し、「インサイダー取引
防止規程」に基づき、情報の社内外への漏洩防止に努めております。 

  ・情報開示会議において、情報開示事務局に報告された情報が、開示すべき重要事実に該当するか否かについて審議・決定を行います。 

  ・情報開示担当役員は、「適時開示規則」に定める開示事項に該当する重要な発生事実、決定事実及び決算情報を、取締役会の承認をもっ

て開示しております。 
  ・情報の開示に当たり、東京証券取引所の提供する適時開示情報伝達システム（TDnet）により開示した後、当社ホームページにおいても速や

かに開示しております。 

  ・災害・事故等が発生したときは、情報開示担当役員が速やかに情報を収集し、リスク管理委員会に報告します。 

  ・リスク管理委員会は、報告された災害・事故等の情報に基づき、「適時開示規則」に定める開示事項に該当する重要な発生事実であるかを
判定し、速やかに開示します。 




